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第１　はじめに
　本稿では、消尽の成否について判断した東京地裁
平成29年４月27日判決（平成27年（ワ）556号）を取
り上げる。
　契約関係が複雑化している現代において、消尽が
成立するか否か、判断が難しいところもあるところ、
本裁判例で示された判断が参考になると思われるの

で、本稿で紹介したい。

第２　消尽論の基本
１　消尽論が出てきた背景

特許発明を実施した製品が、権利者の意思に
沿って適法に市場に置かれた場合、その転々流通
した物にもその特許権の効力が及び、その物の譲

東京地裁平成29年４月27日判決（平成27年（ワ）556号）から見る

消尽の可否に関する特許権実施主体の認定の諸問題の検討
 溝田・関法律事務所

弁護士・弁理士　溝田　宗司
弁護士　栁澤　俊貴



特 許 ニ ュ ー ス 平成30年２月16日（金曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

渡や使用等が特許権侵害となるとすれば、権利者
によって市場に置かれた物の再販売や使用ができ
ず、自由な経済活動を実現することは困難となる。
したがって、このような第三者による譲渡や使用
等の実施行為が適法となることは結論的には必然
的なことである。しかし、この権利消尽について、
半導体集積回路配置法12条や著作権法26条の２に
は、規定がある一方で、特許法上の根拠規定が存
在しないことから、当初はその理論構成が問題と
なったのである。

この特許権の権利消尽に関して判例は、最三小
判平成９年７月１日（民集51・６・2299「ＢＢＳ
並行輸入事件」）の傍論で初めてこれを認める判示
をした。さらに、最一小判平成19年11月８日（民
集61・８・2989「プリンタ用インクタンク事件」）
では、権利消尽に関するＢＢＳ並行輸入事件判決
の傍論を引用することで、正面からこれを認める
に至ったのである。この経過を踏まえると、ＢＢ
Ｓ並行輸入事件が消尽論を検討するための基本的
考え方となる。そこで、まずＢＢＳ並行輸入事件
判決を簡単におさらいしておく。

２　ＢＢＳ並行輸入事件判決

（１）判示内容

「特許権者又は実施権者が我が国の国内にお
いて特許製品を譲渡した場合には、当該特許製
品については特許権はその目的を達成したもの
として消尽し、もはや特許権の効力は、当該特
許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に
は及ばないものというべきである。けだし、（１）
特許法による発明の保護は社会公共の利益との
調和の下において実現されなければならないも
のであるところ、（２）一般に譲渡においては、
譲渡人は目的物について有するすべての権利を
譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していた
すべての権利を取得するものであり、特許製品
が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が
目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由
に業として使用し再譲渡等をすることができる
権利を取得することを前提として、取引行為が
行われるものであって、仮に、特許製品につい
て譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要すると

いうことになれば、市場における商品の自由な
流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げ
られて、かえって特許権者自身の利益を害する
結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を
図ることにより、発明を奨励し、もって産業の
発達に寄与する」（特許法一条参照）という特
許法の目的にも反することになり、（３）　他方、
特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たっ
て特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取
得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実
施料を取得するのであるから、特許発明の公開
の代償を確保する機会は保障されているものと
いうことができ、特許権者又は実施権者から譲
渡された特許製品について、特許権者が流通過
程において二重に利得を得ることを認める必要
性は存在しないからである。」（注：下線部は筆
者追記）

（２）当該判例から見る消尽の理論的根拠

このように、判例は、①特許権者が特許製品
を市場の流通においた後の特許製品の使用や譲
渡にその度に、特許権者の許諾が必要となれば、
市場における円滑な流通を妨げ、結果的に特許
権者の利益を害することになるのでこれを避け
る必要があること、②特許権者は、市場に特許
製品を流通させた時点で、特許発明行為の公開
の代償を確保できるのであるから、それ以上の
二重三重の利益を得させる必要はないこと、と
いう二つの理由を上げて特許権が国内で消尽す
ることを肯定した。

消尽が成立する場合には、「特許権者又は実
施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡
した場合」である必要がある。では、いかなる
場合に、「特許製品を譲渡した場合」といえるの
であろうか。

次に述べる「東京地判平成29年４月27日（平
成27年（ワ）556号）」では、（共有）特許権者が
自己の名義及び計算により特許製品を販売した
かどうかにより、特許発明の実施（譲渡）の有
無を判断し、消尽の成否を判断している。つま
り、自己の名義及び計算により特許製品の販売
を行った場合が、「譲渡」であると判断している


